
第１条　　本業務は、西仙北地域農業集落排水施設（上野浄化センター、川里浄化センター、及び

中継ポンプ施設）の下記の範囲にて行うこととする。

（１）　別紙施設平面図による。

（２）　別紙処理フローシートによる。

第２条　　作業時間は、年間を通して午前８時から午後５時までの間行うものとする。ただし、

運転操作業務は２４時間連続業務とする。

２　前項にかかわらず、受注者が作業に必要と認めた場合には、発注者と協議の上、この時間を

超えて作業を行うことができる。

（運転記録等）

第３条　　受注者は、市が定めた運転日誌等書類に所要事項を記載し、発注者に提出しなければ

ならない。

（法定資格者の選任）

第４条　　受注者は、本業務の実施に必要な、次の法定資格者を選任しなければならない。

（１）　酸素欠乏危険作業主任者

（２）　危険物取扱主任者（乙類）

（有資格者）

第５条　　業務に必要な資格者は下記のとおりとする。

（１）　第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了者

（２）　ボイラー取扱技能講習修了者（空調用ボイラー設備のある場合）

（３）　乙種第４類危険物取扱者（空調用ボイラー設備のある場合）

（４）　特定高圧ガス液化塩素取扱主任者（液化塩素使用設備のある場合）

（５）　第１種電気工事士

（６）　クレーン特別教育講習修了者（クレーン設備のある場合）

（７）　玉掛け技能講習修了者

（８）　特定化学物質等作業主任者講習修了者（該当品取扱の場合）

（９）　その他労働安全関係で必要な資格者
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（負担経費）

第６条　　業務上必要とする次の経費は、発注者が負担する。なお、その受け渡し及び取扱上の

注意事項については、発注者の指示に従うものとする。

（１）　光熱水費（電気・水道料）

（２）　燃料費（暖房器具、非常用エンジンポンプ等）

（３）　塗装費（補修用塗料）

（４）　特殊工具

（５）　消毒薬品費　（有効塩素90％・放流水消毒用）

２　上記以外の、業務処理に必要な小型工具類、測定器具類、事務器具、事務用品等は、原則

として受注者の負担とする。

（緊急事態発生時の対応）

第７条　　受注者は、自然災害、重大事故等の緊急事態発生に備え、従業員を非常招集できる

体制を確立しておかなければならない。

２　緊急事態が発生した場合には、あらかじめ定めた非常配備計画に従い、速やかに従業員を

所定の場所に配備しなければならない。

３　異常通報等への対応については、出動回数の増減による経費の変更は行わないこととする。

（補則）

第８条　　本仕様書に明示されていない事項について疑義が生じた場合には、両者協議のうえ

その都度定めるものとする。


